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草加都市計画地区計画の変更（草加市決定） 

 

 草加都市計画草加柿木産業団地地区地区計画を次のように決定する。 

名    称  草加柿木産業団地地区地区計画 

位    置  草加市柿木町の一部 

面    積  約２２．１ha 

地区計画の目標 

 本地区は、草加市の北東部に位置し、東京圏から約２０ｋｍにあり、中央に国

道４号（東埼玉道路）、北は越谷レイクタウン駅、南は国道２９８号（東京外環

自動車道）に近接し、東京外環自動車道に関しては、本地区から西側約４ｋｍに

草加ＩＣ、東側約４．５ｋｍに外環三郷西ＩＣがあり、交通利便地区である。 

 これら、道路交通網に優れた地区の特性を活かし、緑に囲まれた、田園環境と

調和した産業団地を計画的に整備することを目的とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 

 本地区は、東京外環自動車道へのアクセスの良さ、国道４号（東埼玉道路）に

接しているという地区のポテンシャルを活かし、工業地区として適正な土地利用

を誘導するとともに、周辺農地等の自然との調和のとれた良好な環境を有する産

業団地の形成を図る。 

地区施設の整備の方針 

 本地区の土地利用転換により発生する交通に配慮し、緑の多い魅力的な周辺環

境の景観と調和した産業団地を形成するために整備される道路・公園等を地区施

設に定め、その機能・保全を図る。 

 また、周辺農地等に配慮した産業団地にふさわしい緑豊かで良好な環境を形成

するために地区外周及び主要な道路に面する部分に田園との調和をイメージした

高木植栽空間（地盤面は面する道路との境界部における道路の高さ以上を原則と

する。）を配置する。 

 なお、地区施設で定めた緩衝緑地帯のうち幅員の１／２以上の部分について

は、成木時で４ｍ以上となる在来種の樹木を植栽し、高木植栽空間の維持、保全

を図る。 

建築物等の整備の方針 

 土地利用の方針で示した産業団地を形成するために、建築物等の用途の制限、

建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、

建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度、垣又は

さくの構造の制限を定める。 

その他当該地区の整

備・開発及び保全に関

する方針 

 緑豊かで潤いのある産業団地景観の形成、環境負荷の低減及び災害リスクの低

減を図るために、地区内では積極的に敷地内緑化を推進するとともに建築物の屋

上緑化、壁面緑化等及び近隣に寄与する防災機能の確保に努める。 

  

決定告示年月日 

令和４年５月１１日 
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地区整備計画書 

地

区

整

備

計

画 

地

区

施

設

の

配

置

及

び

規

模 

道    路 

名称 幅員 延長・面積 備考 

区画道路１号 １２ｍ 約 ２７０ｍ 
 

区画道路２号 ９ｍ 約 ２１０ｍ 

区画道路３号 ９ｍ 約 ２７０ｍ 

区画道路４号 １２ｍ 約 ２４０ｍ 

公    園 
公園１号 - 約 ５，１００㎡ 

公園２号 - 約 ７００㎡ 

緑 地 

公共緑地帯 

公共緑地帯１ ２ｍ 約 ４００㎡ 
 

公共緑地帯２ ５ｍ 約 ６００㎡ 
 

緩衝緑地帯 

緩衝緑地帯１ 
１５ｍ 

(一部１３ｍ） 
約 １４,８００㎡ 

ただし、車
両等の出入
口、門柱、
門扉又は守
衛所その他
これらに類
する安全
上、保安上
やむを得な
いものを除
く。 

緩衝緑地帯２ ６ｍ 約 ９００㎡ 

緩衝緑地帯３ １０ｍ 約 １，２００㎡ 

公共空地 調整池 
調整池１号 - 約 ４,９００㎡  

調整池２号 - 約 ８,３００㎡ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区の区分 

名称 
Ａ地区 

（工業地域） 
Ｂ地区 

（工業地域） 

面積 約１３．３ha 約８．８ha 
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建築物等の用途の制限 

  

 次に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ 住宅 

２ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 

３ 共同住宅、寄宿舎（当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に

供する寄宿舎を除く。）、下宿 

４ 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

５ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

６ 保育所（当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に供する保育

所を除く。） 

７ 図書館、博物館その他これらに類するもの 

８ 物品販売業を営む店舗又は飲食店（店舗に供する部分の床面積の合

計が２００㎡以内かつ当該地区内の工場で製造、加工する製品を主に

販売する店舗等を除く。） 

９ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの 

11 カラオケボックスその他これに類するもの 

12 畜舎 

13 自動車教習所 

14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物 

15 建築基準法別表第２（る）項第１号（１）から（２２）、（２９）

から（３１）までに掲げる事業を営む工場、レディーミクストコンク

リートの製造を営む工場 

16 自動車修理工場 

17 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２条に規定する火薬

類の貯蔵又は処理に供するもの 

 

敷地面積の最低限度 

３,０００㎡（Ａ地区） １０，０００㎡（Ｂ地区） 

  

 ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地で、次に該当する場

合は、この限りではない。 

（１）保育所、寄宿舎及び店舗において当該地区内にて事業を営む企業 

  の関係者の用に供するもの 

（２）市長が公益上やむを得ないと認めた建築物の敷地として使用する 

  もの 
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壁面の位置の制限 

 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱（ベランダ、バルコニー、屋根、

軒、庇、階段、出窓及び建築基準法第２条第３号に規定する建築設備を

含む。ただし、隣地境界側を除く。）の面の位置については、次に掲げ

るとおりとする。 

１ 計画図に表示する１号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、

１５．０m以上とする。 

  ただし、この距離の限度に満たない距離にある守衛所、その他これ

らに類する安全上、保安上やむを得ないものについては、この限りで

はない。 

 

２ 計画図に表示する２号壁面線の道路境界線までの距離は、２．５m以

上とする。 

３ 計画図に表示する３号壁面線の道路境界線までの距離は、５．０m以 

 上とする。 

４ 隣地境界線までの距離は、０．５m以上とする。 

 

建築物等の高さ 

の最高限度 

２５ｍ以下（Ａ地区） ３１ｍ以下（Ｂ地区） 

 

１ 建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。 

（１）階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類す 

  る建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。 

（２）棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物 

  は、当該建築物の高さに算入する。 

２ 第１号（１）、（２）に定める部分及び建築物と一体となって屋上

に設置する工作物、建築設備（避雷針を除く。）の高さは５m以下とす

る。 

３ 高さが１０ｍを超える建築物は、冬至日における真太陽時による午

前８時から午後４時までの間において、平均地盤面からの高さ１．５

ｍの水平面に越谷市行政界からの水平距離が５ｍを超え１０ｍ以内の

範囲においては４時間、１０ｍを超える範囲においては２．５時間以

上日影となる部分を生じさせることのないものとする。 

４ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線

又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たも

のに、１０メートルを加えたもの以下としなければならない。 

  

建築物等の形態又は色彩 

その他意匠の制限 

 

１ 建築物の外壁等及び屋根の色彩は、原色を避け、草加市景観計画に

沿ったものとする。 

２ 高架水槽等の屋上設置物及び工作物は、外部から直接見えにくい形

態とする。 

３ 屋外広告物は、埼玉県屋外広告物条例に沿って、周囲の環境・景観

と調和したものとする。 

 



5 

 

建築物の緑化率の最低限度 

 

３,０００㎡以上の敷地における建築物にあっては、１００分の２５ 

 

かき又はさくの構造の制限 

 

 道路及び隣地境界に面する垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能な

フェンスとし、高さは敷地面から２.０m以下、基礎等の高さは０.５m以

下とする。ただし、門柱、門扉又は守衛所その他これらに類する安全

上、保安上やむを得ないものを除く。 

  
「区域及び地区整備計画は計画図表示のとおり。」 

［理由］ 本地区においては、工業地区として、周辺農地等との調和のとれた良好な環境を有した産業団地を形成

することを目的とするものです。 
















